
様式99

◎必要記載項目

１

（１）届出年月日 令和 年 月

※　本様式の届出作業を行っている月をさす

➡令和　【８】年　【５】月　を入力

（２）賃金改善開始年月日 令和 年 月

※　当該年度における賃金改善を開始した月

２ 区分計算

（１）　社会保険診療等収入金額

●医療機関の社会保険診療等収入金額　＜申請する１医療機関分＞

円

●給与総額等を通算して算出する保険医療機関全体の社会保険診療等収入金額

円

※　社会保険診療等収入金額：【記載上の注意】をご確認ください。

届出年月日の直近１か月の総額を用いる。

＜対象月＞ 【 　】

●社会保険診療等収入金額を基に算出した当該医療機関の按分比率

（２）賃金改善算定基礎額の算出

①計算に必要な対象職種ごとの記載項目

※以下、月額賃金等を通算して算出する医療機関の各項目の合計値を記入する。

（医療機関以外の法人職員を含めてはならない）

ア 　保険医療機関に勤務する職員（40歳未満の常勤医師・歯科医師、看護補助者、事務職員を除く）の月額賃金総額

円

イ 　保険医療機関に勤務する職員のうち、看護補助者及び事務職員の月額賃金総額

円

※　月額賃金総額：届出を行う月（１（１）の月）の直近１月の総額 ＜対象月＞ 【 　】

※ ただし、届出を行う月の前月に既に当該年度の賃金改善が開始されている場合（チェックしてください）➡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の施設基準に係る届出書添付書類 

保険医療機関名

保険医療機関コード

例）令和８年６月から評価料を算定するために、令和８年５月に様式を記入する場合

ベースアップ評価料

同一法人内複数医療機関届出用補助計算書



ウ 　保険医療機関に勤務する職員のうち40歳未満の常勤医師及び歯科医師の人数

人 （※ただし、事業主及び役員を除く）

エ 　保険医療機関に勤務する職員のうち、週22時間以上勤務する非常勤の医師及び歯科医師の人数

人 （※ただし、週22時間以上勤務する場合においては、宿日直を除く。

　 また、事業主及び役員を除く。）

※ 人数：本様式の届出を行う月の直近３月の期間の各月１日時点における１月あたりの平均の数値を用いる。

＜対象月＞ 【 ・ ・ 　】の平均

②賃金改善算定基礎額＜通算して算出する医療機関の合計額＞

➡ 【賃金改善算定基礎額（通算）】 円

③賃金改善算定基礎額＜申請する１医療機関分＞

➡ 【賃金改善算定基礎額】×【按分比率】 円

→この数値が様式96、様式97に転記されます

【記載上の注意点】

１　「２」（１）については、ベースアップ評価料に係る「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和８年３月５日保医発 0305 第 8 号）に記載された以下の項目を対象とする。

ア　社会保険診療(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 26 条第２項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る

収入金額(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第50 号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一

の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね 100 分の 10 以下の場合をいう。)の場合に限る。)

及び保険外併用療養費（健康保険法第 86 条に規定する保険外併用療養費をいう。）を支給された場合に当該療養に関して

患者から支払われる料金を含む。)

イ　健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業

(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されて

いる場合に限る。)

ウ　予防接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第２条第６項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第 30 条の 

35 の３第１項第２号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号)に規定する予防

接種をいう。)に係る収入金額

エ　助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(１の分娩に係る助産に係る収入金額が 50 万円を

超えるときは、50 万円を限度とする。)

オ　介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第 26 条第２項第４号に掲げるサービスに係る収入金額

を除く。)

カ　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給

付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援

給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第 77 条及び第 78条に

規定する地域生活支援事業に係る収入金額

キ　児童福祉法第 21 条の５の２に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第 24 条の２に規定する障害児

入所給付費、同法第 24 条の７に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第 24 条の 25 に規定する障害児相談支

援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額

ク　国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額




